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１．今後の運営委員会・支部評議会の
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今後の運営委員会・支部評議会のスケジュールについて（全体概要）

1/29 （2/29） 3/21

インセンティブ制度：
Ｒ４年度実績の評価

介護報酬改定 議論・ヒアリング・とりまとめ

・論点
・５年収支見通し

・評議会意見 ・平均保険料率の決定 ・都道府県単位保険料率の決定
・支部長意見

インセンティブ制度
Ｒ４年度実績の評価方法

支部の予算（Ｒ６年度）

第６期アクションプラン

診療報酬改定 調査・検討・議論

介護報酬改定案 諮問・答申

診療報酬改定案 諮問・答申
関係
告示等
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10/17開催
（本日）

・平均保険料率
・支部の現状、課題
および今後の事業方
針

1/中旬開催

・支部保険料率
・支部事業計画、予算（案）

3月

・本部承認
後の支部事
業計画、予
算（報告）
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令和５年 ９月２０日（水） 運営委員会（平均保険料率について審議）

１０月１７日（火） 島根支部評議会の開催
＜本日＞ （平均保険料率について意見聴取）

１２月 ４日（月）
１２月２０日（水）

１２月下旬 政府予算案（令和６年度）の閣議決定

令和６年 １月中旬 島根支部評議会の開催
（都道府県単位保険料率の変更について意見聴取）

１月中旬 都道府県単位保険料率の変更について支部長から理事長への意見の申出

１月２９日（月） 運営委員会（都道府県単位保険料率の決定）
運営委員会への付議後、都道府県単位保険料率の変更について、厚生労働大臣へ認可申請予定

２月上旬～中旬 令和６年度都道府県単位保険料率の認可予定

今後の運営委員会・支部評議会のスケジュールについて（保険料率のみ）

運営委員会（平均保険料率について方針の決定）

＜健康保険法 第160条＞

第6項 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、

運営委員会の議を経なければならない。

第7項 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の

意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

第8項 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。



２．令和６年度保険料率に関する論点について
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令和６年度 平均保険料率に関する論点

≪現状・課題≫

 協会けんぽの令和４年度決算は、収入が11兆3,093億円、支出が10兆8,774億円、収支差は4,319億円となった。

 収支差は前年度比で増加（+1,328億円）したが、この要因は、保険料収入の増加（+1,868億円）より保険給付費の増加（+2,502
億円）が上回ったものの、後期高齢者支援金に多額の精算（戻り分1,901億円）が生じたこと等により支出の伸びが抑えられたことによるもの
で、一時的な特殊事情によるものである。

 一方で、協会けんぽの今後の財政については、医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政の赤字構造が解消されていないことに加え、以下
の要因により楽観を許さない状況である。

・ 足元の賃上げによる賃金の上昇が当面は見込まれるものの、被保険者数の伸びが鈍化していることや、不安定な海外情勢により経済の先行き
が不透明であること等によって、これまでのような保険料収入の増加が今後も続くとは期待し難いこと。

・ 医療給付費がコロナ禍前の水準を上回って推移した令和3年度をさらに上回り、高い伸びで推移していることや、今後も、後期高齢者支援金
の増加が見込まれること。

・ 健康保険組合の令和５年度予算早期集計では、約８割の組合が赤字を計上している。今後、協会けんぽと同様に、団塊の世代の75歳到
達により後期高齢者支援金が急増することが見込まれ、賃金引き上げによる保険料収入への効果も予想し難いことから、財政状況の悪化し
た組合が解散を選択し協会けんぽに移る事態が予想されること。

・ 高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載及びそれらの収載後の効能・効果の追加による処方患者数の増加等、医療費の伸びに大きく
影響する不確定要素が存在すること。

 こうした状況も踏まえながら、今後の財政状況を見通す観点から5年収支見通し等の財政状況に関するシミュレーションを行ったところ、平均保険
料率10％を維持した場合であっても、数年後には準備金を取り崩さなければならない見通しとなっている。

１．平均保険料率
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【論点】

 協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の５年収支見通しのほか、人口構成の変化や医療費の動向、後期高齢者支援金の増加等

を考慮した中長期的な視点を踏まえつつ、令和６年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準について、どのように考えるか。

※ 平成29年12月19日 運営委員会 安藤理事長発言要旨：「今後の保険料率の議論のあり方については、中長期

で考えるという立ち位置を明確にしたい。」

※ 令和４年９月14日 運営委員会 安藤理事長発言要旨：「協会けんぽの財政について、大きな変動がない限り、中

長期的に考えていきたいという基本スタンスは変えていない。」
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≪現状・課題≫

 これまでの保険料率の改定においては、都道府県単位保険料率へ移行した際（平成21年9月）及び政府予算案の閣議決定が越年した場

合を除き、４月納付分（３月分）から変更している。

【論点】

 令和６年度保険料率の変更時期について、令和６年４月納付分（３月分）からでよいか。

２．保険料率の変更時期



■ 準備金残高は、平成23年度以降、一貫して増加を続けている。安定的な財務運営が重要であることは当然であり、健全性が保たれているこ
とを評価している。他方、極めて大きな額となっている準備金については、ただ、将来に備えるというだけでなく、加入者や事業主が協会けんぽに
入っているメリットを感じ、かつ協会の事業、財政基盤の持続性を確保できるような取組を考えていただきたい。

■ 物価上昇や人手不足等に伴い、いわゆる防衛的な賃上げをせざるを得ず、大変厳しい状況である。厳しい経営状況の中で、協会けんぽの保
険料をはじめとする社会保障費の負担というのは、非常に重荷になっている。そういった中で、協会けんぽの保険料収入が、約1,800億円増加
し、準備金残高においても4兆7,000億円となっていることから、少しでも保険料率を引き下げるべきとの声が強く上がっている。次回から、令和6
年度の保険料率の議論が始まるが、本年度の決算を踏まえた上で、最近のトレンドを押さえた試算やデータを用いた納得感のある議論をお願い
したい。また、保険料率の議論において、令和4年度の決算では標準報酬月額が実質1.6％伸びており、最新の賃金改定状況でも2.1％の
賃金上昇率となっている。加えて、今年度春闘の結果などを見ると、昨年以上の賃上げが見込まれる。賃上げのトレンドをシミュレーションに加味
した現実的な値で算出し、保険料率の妥当性についても議論していきたい。

■ 準備金残高が4兆7,000億円ということだが、この残高が増えていくことが、国民の安心安全という部分からするといいと思う。今年1月から6月
までの倒産件数は、また5年ぶりに増えて4,000件を上回るとの報道もあり、中小企業は資金面で非常に苦しんでいることは事実である。とにか
く納得感のいく運営ができていることを、被保険者及び事業主に示せるかが重要だと思っている。被保険者も事業主も、保険料率が10％だろう
と15％だろうと、納得感があるものに対しては、理解できると思う。長期の見通しを分析するのは非常に難しいことであるが、何パターンかのシナリ
オや仮定を示すことで10％であっても納得するのではないか。

■ 今年度決算では収支差4,319億円のプラスとなっており、準備金残高が昨年よりもさらに積み上がっている。被保険者からすると、楽観を許さ
ない状況なのか、やや疑問に思うのではないか。今後の保険料率の議論にも資するように、議論の素材となるデータ、シミュレーションなどを積極
的に示し、これまで以上に分かりやすく丁寧に説明をしていただくようお願いしたい。

■ 国保で医療費が高い県は、協会けんぽの医療費も高い。その原因の１つは、医療費が高い都道府県と低い都道府県で受療率に大きな差が
あることである。その受療率の差が何なのかを深掘りして研究してはどうか。協会けんぽの加入者は、自分たちの受療行動が保険料率にどういう
影響を及ぼしているのか理解できていないのではないか。適正受診をするということは、保険料率が上がることを防ぐということを広報してほしい。

令和5年7月21日の運営委員会における令和６年度保険料率に関する運営委員の主な意見
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令和５年度平均保険料率について（令和4年10月支部評議会における意見）
参考

意見の提出なし ０支部（２支部）

意見の提出あり ４７支部（４５支部）

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 ３９支部（３１支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 ７支部（１０支部）

③ 引き下げるべきという支部 １支部（４支部）
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令和4年10月に開催した支部評議会において、協会は、

・ 医療費の伸びが賃金の伸びを上回る赤字構造や、令和5年度以降は後期高齢者支援金の一層の増加により、支出の増加が見

込まれていること等、楽観視できない現実がある中で、できる限り平均保険料率10％を超えないようにということを基本に

考えていること

・ 協会けんぽの財政について、大きな変動がない限り、中長期的に考えていきたいという基本的なスタンスを変えていないこと

（運営委員会における理事長発言要旨より）

等について支部評議会で説明した上で、特段の意見があれば「令和5年度保険料率についての支部評議会における意見」を提出し

ていただくこととしていた。（令和6年度平均保険料率についても同様の流れ）

意見の提出状況並びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。

※（ ）内は令和3年の支部数

（保険料率の変更時期については、4月納付分（3月分）以外の意見なし）

島根支部の意見



３．令和６年度保険料率に関する論点について
（参考資料）
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（万人）
被保険者数の推移

2022年は、共済組合員資格の適用要件の拡大に伴い、10月に大きく減少した
直近の動向をみると、対前月比で３か月連続増加している。

協会けんぽの被保険者数の動向
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2022年４月～2023年３月



協会けんぽの被保険者数の対前年同月比伸び率の推移

被保険者数の対前年同月比の伸びは、2017（平成29）年9月をピークに鈍化傾向にある。

※ 2020年4月の地方公務員法等の改正により、教育機関や行政機関等で勤務する臨時的任用職員等が地方公務員共済組合へ移行した。
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共済組合員資格の適用要件の拡大に伴い、業態が公務である非常勤職員等が共済組合員となった影響で、2022年10月に
大きく上昇した。直近の動向をみると、対前月比で４か月連続減少している。

協会けんぽの平均標準報酬月額の動向

平均標準報酬月額の推移（円）
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2022年４月～2023年３月
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協会けんぽの加入者一人当たり医療給付費と対前年同月比伸び率の推移

2023年度対前年同月比
（点線は稼働日補正後）
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協会けんぽの保険財政の傾向

近年、医療費（１人当たり保険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準報酬）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造
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（※１）数値は2008年度を１とした場合の指数で表示したもの。
（※２）▲1.31%は、2016年度の改定率▲0.84％に薬価の市場拡大再算定の特例の実施等も含めた実質的な改定率である。
（※３）消費税率10％への引き上げに伴い2019年10月より改定。
（※４） R3年度より毎年薬価改定を実施。なお、R3年度の改定率は非公表（医療費▲4,300億円程度（国費▲1,000億円程度）の抑制との削減額のみ公表されている）。

医療費
（加入者１人当たり保険給付費）
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診療報酬改定
▲1.31%（※2）

標準報酬月額上限引上げ

121万円→139万円
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▲1.19%
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▲0.07%（※3）

薬価改定
（※4）

診療報酬改定
▲0.94％
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資料 ： 2020年度までは総務省「人口推計」（各年10月1日現在）等、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

総人口の推移

今後、日本の総人口が減少に転じていくなか、高齢者（特に75歳以上の高齢者）の占める割合は増加していくことが想定される。

2023年7月10日
第107回社会保障審議会介護保険部会
参考資料１－２（抜粋）
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12.5%
12.8%

13.3%

13.8%
14.2%

14.7% 14.9% 14.9%

15.5%

16.2%

16.9%

17.5%
17.9%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

H20年度

(2008年度)

H21年度

(2009年度)

H22年度

(2010年度)

H23年度

(2011年度)

H24年度

(2012年度)

H25年度

(2013年度)

H26年度

(2014年度)

H27年度

(2015年度)

H28年度

(2016年度)

H29年度

(2017年度)

H30年度

(2018年度)

R1年度

(2019年度)

R2年度

(2020年度)

R3年度

(2021年度)

R4年度

(2022年度)

（決算見込み）

R5年度

(2023年度)

（賦課額）

R6年度

(2024年度)

R7年度

(2025年度)

R8年度

(2026年度)

後期高齢者支援金の支出額

人口に占める75歳以上の割合

※（ ）は前年度からの増減

1/2 2/3 全面総報酬割1/3総報酬割（Ｈ22.8～）総報酬割の導入

(※1) 後期高齢者支援金については、当該年度の支出額（当該年度の概算分と2年度前の精算分、事務費の合計額）である。

(※2) 人口に占める75歳以上の割合については、2021年度以前の実績は「高齢社会白書」(内閣府)、2022度以降の推計値は「日本の将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所、2023年推計)による。

(※3）2024年度以降の推計値は、百億円まるめで記載している。

（◯ は推計値）（※2）

（※1）

（※3）

段階的に総報酬割が拡大
（一時的に支援金の伸びを抑制）

後期高齢者支援金の支出額（一定の前提を置いた見込）

支援金の

負担の増加

（将来推計人口等の一定の前提に基づく推計）

大規模健康保険組合の解散の

影響による高い伸び（約370億円）

（億円）

2020年度の支援金の精算による戻り額

（約▲1,900億円）の影響による減

協会けんぽの後期高齢者支援金の推移

近年、後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大等により一時的に伸びが抑制されていたが、団塊の世代が75歳以上になり始めている
ため、今後、増加が見込まれている。

※（ ）は75歳以上人口の伸び率

（4.1％）

（3.9％）

（2.7％）
（2.0％）

（3.8％）
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2023年4月20日
健康保険組合連合会
予算早期集計記者会見資料（抜粋）
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2023年2月24日 厚生労働省
第163回社会保障審議会医療保険
部会 資料（一部改変）

18



医療技術の高度化に伴う高額な医薬品や再生医療等製品の薬価収載

○近年、医療技術の高度化に伴い、高額な医薬品や再生医療等製品が薬価収載されている。(下表参照)
○これらの多くは、対象疾患が希少がんや難病など患者数が限定的であるが、オプジーボのように、効能・効果の
追加により対象疾患が拡大し、医療費(薬剤費)に与えるインパクトが非常に大きくなる場合がある。

近年薬価収載された高額な医薬品や再生医療等製品の例

医薬品名
保険収載
年月

効能・効果
費用

（薬価収載時）

ピーク時
予測患者数
(薬価収載時)

ピーク時
予測販売金額
(薬価収載時）

(※3)

オプジーボ点滴静注 2014年9月
非小細胞肺がん等
(収載後、対象疾患が
拡大)

約3,500万円(※1)
(体重60kgで1年間の場合)

470人
(2022年度新規処方患者数

(推計)：約36,000人)(※2)

31億円
(2022年度販売金額：
1,423億円)(※2)

キムリア点滴静注 2019年5月
B細胞性急性リンパ芽
球性白血病等

33,493,407円
(１患者当たり)

216人 72億円

ゾルゲンスマ点滴静注 2020年5月 脊髄性筋萎縮症 167,077,222円 25人 42億円

ウィフガート点滴静注 2022年4月 全身型重症筋無力症 421,455円 25,000人 377億円

パキロビッドパック300（1シート）
パキロビッドパック600（1シート）

2023年3月
SARS-CoV-2による感
染症

12,538.60円
19,805.50円

292,000人 281億円

ゾコーバ錠125mg
（125mg１錠）

2023年3月
SARS-CoV-2による感
染症

7,407.40円 370,000人 192億円

オンボー皮下注100mgオートイン
ジェクター（100mg1mL1キット）
オンボー皮下注100mgシリンジ
（100mg1mL1筒）

2023年5月
中等症から重症の潰
瘍性大腸炎の維持療
法

126,798円 12,000人 291億円

（以下の表は中央社会保険医療協議会資料等に基づき作成）

(※1)累次の薬価改定により、薬価収載時と比べ、価格が約78.7％引き下げられた。(100mg10mL１瓶の価格：薬価収載時＝729,849円、2022年4月時点＝155,072円)
(※2)小野薬品工業株式会社の2023年3月期決算資料に基づき作成。
(※3)薬価収載時の算定薬価に基づく予測である。 19



20

令
和
２
年
５
月

1
3
日

健
康
保
険
組
合
連
合
会
と
の

共
同
発
表
コ
メ
ン
ト



単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース）

746

▲ 935

▲ 2,809 ▲ 2,783

▲ 4,193

▲ 950

34

▲ 3,163

▲ 1,569

▲ 4,231
▲ 6,169

704

2,405

1,4191,117

▲ 1,390

▲ 2,290

▲ 4,893

2,540 2,589
3,104

1,866

3,726
2,453

4,987

4,486
5,948

5,399

6,183

2,991
4,319

14,935
14,088

11,366
8,914

6,2606,8576,932
8,039

6,7015,526

▲ 649
▲ 174

2,164
3,695

4,983

3,6901,539

▲ 3,179
▲ 638 1,951

5,055

6,921

10,647
13,100

18,086
22,573

28,521

33,920

40,103
43,094

47,414

▲ 21,000

▲ 14,000

▲ 7,000
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4

単年度収支差（左軸）

財政特例措置期間

3.9ヵ月分

3.4ヵ月分

[年度]

5.0ヵ月分
保険給付費等に要する
費用の１ヵ月分相当（右軸）

準備金残高（右軸）

8.2%
（1992.4月～）

8.5%
（1997.9月～）

8.2%
（2003.4月～）

（注）1.1996年度、1997年度、1999年度、2001年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.2009年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法定準備金）として積み立てなければならないとされている（健康保険法160条の2）。
4.2015年度の健康保険法改正で国庫補助率が16.4％とされ、併せて準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合に新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額する国庫特例減額
措置が設けられた。

保険料率

8.4%
（2010年度） （ 2011年度） （2012年度～）

9.34% 9.50 % 10.00 %

5.2ヵ月分

5.6ヵ月分

（1994年度）
・食事療養費
制度の創設

（1997年度）
・患者負担2割

（1992年度）
・国庫補助率
16.4%→13.0%

（1998年度）
・診療報酬・薬価等
のマイナス改定

（2000年度）
・介護保険
制度導入

（2003年度）
・患者負担3割、
総報酬制へ移行

（2002・2004・2006・2008年度）
・診療報酬・薬価等の
マイナス改定

（2002年10月～）
・老人保健制度の
対象年齢引き上げ

（2008年度）
・後期高齢者
医療制度導入

（2010年度）
・国庫補助率

13.0%→16.4%

（2015年度）
・国庫補助率
16.4%

（2016・2018～2022年度）
・診療報酬・薬価等の
マイナス改定

単
年
度
収
支
差
（
億
円
）

準
備
金
残
高
（
億
円
）
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（注）端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

協会けんぽの財政構造（2022年度決算）

○ 協会けんぽ全体の支出は約１０．９兆円だが、その約３分の１、約３．６兆円が高齢者医療への拠出
金に充てられている。

保険料

10.0兆円

（88.8%）

国庫補助等

1.2兆円

（11.0%）

その他

217億円

（0.2%）

収 入 11兆3,093億円

医療給付

6.3兆円

（57.7%）

高齢者医療制

度への拠出金

（介護を除く）

3.6兆円

（33.0%）

現金給付

0.7兆円

（6.2%）

健診・

保健指導費

1,312億円

（1.2%）

事務経費
1,020億円
（0.9%）

その他

1,056億円

（1.0%）

支出 10兆8,774億円
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